
公益社団法人日本動物学会 関東支部規約（2024年 3月 16日改正） 

  

公益社団法人日本動物学会定款細則（以下，定款細則と略す）第 13 条及び公益社団法

人日本動物学会支部規程（以下，支部規程と略す）に基づき，公益社団法人日本動物学

会関東支部（以下関東支部と略す）の規約を以下のように定める． 

 

第１条 目 的 

関東支部は，公益社団法人日本動物学会本部並びに他支部との連携を密にし，関東地区

での動物学の普及発展に貢献することを目的とする． 

 

第２条 関東支部及び支部会員 

関東支部は，定款細則 13 条並びに支部規程 2 条によって規定された公益社団法人日本

動物学会関東支部会員（以下支部会員と略す）により構成する． 

2. 支部会員は，関東支部の行う事業に参加し，関東支部の発行する印刷物の配布を受

けることができる．また関東支部の運営に関し，支部総会および支部委員会に意見を提

出することができる． 

 

（会費の項，削除）  

 

第３条 支部委員会 

関東支部に関東支部委員会（以下，支部委員会と略す）をおく．支部委員会は定款細則

第８条に基づく関東支部選出理事，支部規程第４条に基づく関東支部の支部代表委員，

及び支部委員より構成される． 

２．支部委員会の任務は次のとおりである． 

（1）支部大会実行委員会とともに，関東支部大会を開催する． 

（2）関東支部総会を開催する． 

（3）シンポジウムやワークショップなどを開催する． 

（4）支部会員より公益社団法人日本動物学会および関東支部運営上の提案があったと

きは，これを審議する． 

 

第４条 支部長，支部代表委員および支部委員 

（1）支部長は支部規程第３条に基づき選出される． 

（2）支部代表委員は，支部規程第４条に基づき選出される． 

（3）支部委員は，公益社団法人日本動物学会社員である支部会員の選挙によって選出

される．支部委員の定員数は 6名とする． 

（4）支部委員の任期は２年とし，選挙の直前の２期連続で理事，監事，支部代表委員，



支部委員のいずれかを務めた者は支部委員になることができない．また理事，監事及び

支部代表委員は支部委員になれない． 

（5）支部活動の推進のため、支部長は支部委員の業務を補佐する特任委員を若干名お

くことができる。特任委員の任期は支部委員の任期を超えない期間とし、任命には業務

内容を明示して支部委員会の承認を得なければならない。 

 

第５条 支部総会 

関東支部に議決機関として関東支部総会（以下支部総会と略す）をおき，支部総会出席

の支部会員によって構成する． 

（1）通常支部総会は年１回，関東支部大会のときに開催する． 

（2）臨時支部総会は支部長が必要と認め支部委員会で承認されたとき，又は支部委員

の３分の１以上もしくは支部会員の１０分の１以上から会議の目的事項を示した請求

があったときに開催する． 

（3）議長は支部総会で選ばれる． 

 

第６条 選挙の管理および活動の監査 

支部委員会はその任期ごとに選挙管理委員２名および監査委員２名を，支部委員以外の

支部会員の中から推薦し，支部総会の承認を受ける． 

（1）選挙管理委員は，支部委員の選挙を管理する．選挙の方法は別に定める． 

（2）監査委員は，１年度につき１名が支部の活動並びにそれに関する支出が適正かど

うか監査する． 

 

第７条 規定の改正 

本規定の改正は，支部委員会での承認を得たのち、支部総会で出席支部会員の３分の２

以上の賛成を得なければならない．支部委員会は改正案の賛否結果を支部会員に通知し

なければならない． 

 

付則 本規約は，2024年 3月 16日より発効する．  


